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第 11 回 貸借対照表の役割 

 

（その計算目的はどこにあるか） 
 

会計と経営のブラッシュアップ 

平成 24 年 3 月 12 日 
山内公認会計士事務所 

 
本レジュメは、企業会計基準及び次の各書を参考にさせていただいて作成した。(財務会計論ⅠⅡ 佐藤信彦外著 H23 年 4 月中央経済社発行) 
(ゼミナール現代会計入門第 8 版 伊藤邦雄著 H22.4 日本経済新聞社発行) (三式簿記の研究 井尻雄士著 S59 中央経済社発行)  
 
 貸借対照表の役割は何か？ 

一定時点における企業の財政状態を表示した一覧表である。(1)それは

企業のすべての資産、負債と純資産を表示する。また、(2)資金の調達

源泉と調達された資金の運用状態を表示する。 
 
 
１．貸借対照表は何を表示するのか 
 

 (1)企業の財政状態の表示 
 
 

 
 
 

 
資 

 

産 

流 動 資 産 

負

債 

流 動 負 債  
固 定 負 債  

 
 

 
純 

資 

産 

 
株

主

資

本 

資本金  
新株申込証拠金  
資本剰余金  

固定 

資産 

有形固定資産 利益剰余金  
無形固定資産 自己株式  
投資その他の資産 自己株式申込証拠金  

繰 延 資 産 評価・換算差額等 ※ 
新株予約権  

※その他の包括利益累積額 
 

(2)企業の資金状態の表示（財政状態という資金の動的な調達運用状態） 
 

 

資金の運用形態 
（借 方） 

資金の調達源泉 
（貸 方） 

 
資 産(運用状態) 

 
負 債(外部資金調達) 

 
純資産(内部資金調達) 

 
(B/S 等式) 資産 = 負債 + 純資産 

  
本レジュメはブラッシュアップ日迄にホームページに up してあります  

http://yamauchi-cpa.net/index.html   
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 (3)企業の財政状態の表示 
 
(配列法) 

①流動性配列法 
  通常の場合 
②固定性配列法 
  電力会社等（固定資産重視） 
 
(流動固定の分類基準) 

①正常営業循環基準 
  通常の営業循環過程にあるもの 
②1 年基準(ワンイヤー・ルール) 
  B/S の作成日から 1 年内（流動）、1 年超（固定） 
 
 

(4)IFRS で変化 
 
①名称 

 貸借対照表 → 財政状態計算書 
 損益計算書 → 包括利益計算書 
 
②区分と分類 

 流動・固定分類 → 活動別分類 
 
③事業と財務の区分 

 営業財産及び投資財産（営業損益と投資損益） 
 財務財産      （財務損益） 
 法人所得税     （上記の法人所得税） 
 
④非継続事業 

 非継続事業     （税引後表示） 
 
⑤ ―         （その他の包括利益－税引後表示） 
 
⑥所有者持分 
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２．資産の価額の決め方 
 

 

資産の評価基準の主軸は、取得原価から時価への流れの中にある。 
 

(1)測定と評価 
 

①資産の価額を測定すること 
・取得原価 → 企業会計原則、過去における支出額 
・利用(使用)価値 → 減損会計などに見られる利用価値 
・市場価格(時価) → 公正価値（第三者との取引における客観的な価値） 

 
②公正価値(fair value) 

第三者との取引における客観的な価値を意味する。市場の時価、将来キ

ャッシュフローの現在価値など。その評価基準がきちんと整備されれば、

市場価額が存在する金融資産のみならず、あらゆる資産を公正価値で評

価するという方向に進むと予想される。 
 

③IASB、FASB の資産の定義「将来に発生する可能性が高い経済価値」 
ASBJ の資産の定義「過去の取引または事象の結果として、報告主体が

支配している経済的資源」 
取得原価から時価への流れ 
 

 
(2)貨幣性資産 
 

現金及びこれに準ずるものであり、支払手段として短期間に使用可能な資

産を指す。 
例えば、現金はその額面通りの評価であり、売掛金などは将来の現金回収

可能額で評価するのが原則である。 
 
 

(3)費用性資産 
 

将来の企業の経営活動において利用され、費用化されていくものである。 
即ち、将来の収益に対応されるべき原価である。 
費用性資産は、過去における現金支出額をベースに資産を評価し、費用化

の基礎とする。 
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３．公正価値とは 
 

 

 金融商品の市場価額、資産の証券化、企業の評価などにおいて、公正価値が

要求される。 
 

(1)FASB、IASBの定義「測定日における市場参加者の秩序ある取引のなかで、

ある資産を売却することで受取るであろう価格、あるいはある負債を移転

することで支払うであろう価格 

 
(2)公正価値 

一般的には時価である。多数の売手と買手が経済合理性により市場を通じ

て取引するときの価格によって資産を評価した額をいう。活発な取引が成

長する市場等の存在により、客観的妥当性が存在すると考えられる。 
 
(3)いかに公正価値を見積るか（企業評価の場合） 
 

①マーケット・アプローチ 

 公開会社の場合には時価である「市場株価方式」を適用し、未公開会社

の場合には「類似公開会社方式」又は「類似取引方式」を適用する。 

 マーケット・アプローチの利点は、実際の株価、取引額に基づいている

という実証的な面はあるが、欠点としては、類似公開会社又は類似取引

の選定かつ困難な点がある。 
 

②インカム・アプローチ 

 企業の価値を、将来の一連の予測経済利益を適切な割引率または資本還

元率によって現在価値に割引いて算定する方法。 
 

③コスト・アプローチ 

 時価純資産評価額である。 

 すべての資産項目と負債項目の時価を個別に評価して、その差額である

時価ベースの純資産を株主価値とする評価方法。 

 

(4)リーマンショック 

2008 年 9 月の金融危機による金融市場の機能不全は、公正価値会計に対す

る不信を起こした。 
IASB は同年 10 月に「市場が活発でない場合の金融商品の公正価値と開示」

を公表し、市場が活発でない場合には、市場価格をベースとした修正理論

価格といった合理的に算定された価額を開示し、公正価値とすべきとした。  
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４．棚卸資産 
 

 

 棚卸資産とは、企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、売却を

予定する資産及び営業補助活動において消費される消耗品等をいう。 
 

(1)棚卸資産の範囲 
 

 

 

 

(2)棚卸資産の評価方法 
 

①原価法に統一（低価法は廃止）し、収益性の低下したものは簿価を切下

げる。 

②通常の販売目的で保有のものは、取得原価とし、期末における正味売却

価額が下落している場合には、正味売却価額とする。 

③トレーディング目的で保有するもの（売買目的有価証券等）は、市場価

額に基づく価額とする。 

税務上は、低価法を届出ることにより上記①～③に準じた処理となる。 
 

(3)低価基準 
 

 

 

実地棚卸による損益計算と資産の評価 

世界で最古の勘定記録は、1211 年フィレンツェの銀行家による 2 枚 4 頁の元

帳であり、当時は左右ではなく、借方は上部に貸方は下部に記帳されていた

という。その当時から実地棚卸は損益計算の重要技術であった。それは金貨、

銀貨など種類の異なる通貨に加えて、度々行われた貨幣の改鋳による価値の

統一のための必要性があったことと、加えて入ったお金と使ったお金を紙に

書いて合計するのではなく、最初に持っていたポケットのお金と家に帰った

時に残っていたお金の差額で損益を計算する資産、負債中心観による会計の

ためである。 
（歴史から学ぶ会計 渡邉泉著 H20.4 同文館出版から） 

 

また、当時から考えられていたことだと思われるが、棚卸資産は、それが有

する価値以上で評価してはならない。そのようなことをすることは想像の世界

で金持になりたいと思うことと等しいからである。同様に減価ついても意識さ

れていた。 
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５．繰延資産 
 
 
 将来の期間に影響する特定の費用は、次期以後の期間に配分して処理するた

め、経過的に貸借対照表の資産の部に記載することができる。（企業会計原則

第三の一の D） 
 ①将来の期間に影響する特定の費用 
 ②資産性を持ち得る根拠は、その効果が将来の期間に及ぶ点 
 ③期間按分により、適正な期間損益計算という目的が充足される 
 
(1)会社法の立場 

 

 

 

(2)会計サイド 

 

 

 

(3)新しい企業会計基準 

 

 

 

(4)会社計算規則と財務諸表規則の比較 

 

 

 

(5)繰延処理の根拠 

 

 

 

(6)繰延資産の償却 

 

 

 

(7)社債発行差金 

 

 

 

(8)臨時巨額の損失 
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６．負債の価額の決め方 
 

 

 負債は契約金額である。 
 

(1)負債は、第一に契約時の契約金額を用いて評価される。第二に金額が確定

していないもの等は引当金が合理的に見積られる。 
 

(2)負債の定義 
 

IASB、FASB「将来に発生する可能性が高い経済的便益の犠牲」 
ASBJ「過去の取引または事象の結果として、報告主体が支配している経済

的資源を放棄もしくは引き渡す義務、またはその同等物」 
 

負債は資産のマイナス、即ち純資産＝資本主持分と考える資本主理論に対

して、企業主体理論は各利害関係者から独立した一個の存在と考える。こ

れによれば資本主も債権者も企業に対する資金提供者となる。 
この場合、負債は債権者持分であり、債権者からの資金調達額である。 

 
(3)資産負債中心観 

 

将来の CF に基づいた資産と負債の定義、形式的には資本主理論。 
（IFRS、FASB、ASBJ） 
企業が支配する一定の経済価値（経済的資源、将来の経済的便益）を資産

と定義し、企業が期末時点で負っている経済的価値の引渡義務を負債と定

義している。 
 
 
 

(注) 財産目録が作成され始めた 19 世紀頃、その作成の最後に、あらゆる費用

が考慮されているか、財産目録作成日にいたるまでに、使用人に支払われ

るべき金額も計上されていることが必要とされた。 
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７．引当金 
 

 

 決算に際して、期間損益の正確な計算のために、費用の見越計上や収益の繰

延計上が必要となる。 

 

(1)引当金の設定要件 
 

①将来の特定の費用または損失であること 

②その発生が当期以前の事象に起因していること 

③発生の可能性が高いこと 

④その金額を合理的に見積ることができること 

 

(2)引当金の多様性 
 

①評価性引当金 … 貸倒引当金 

②負債性引当金 … 賞与引当金、退職給付引当金 

③費用性引当金 … 修膳引当金、債務保証引当金 

④特別法上の準備金 … 渇水準備金（電力）、責任準備金（保険） 

 

(3)役員退職給与引当金 
 

 

 

 

(4)引当金論争 
 

商法第 287 条の 2の特定引当金は負債（狭義説）か利益留保（広義説）か 
 

 

(5)有給休暇引当金 
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８．社 債 
 

(1)社債の種類 
 

 

 

 

(2)新株予約権付社債 
 

 

 

 

 

 

(注) 貸借対照表には、損益法的な動的貸借対照表と、財産法的な静的貸借対照

表がある。 
 動的貸借対照表は経営成果を現す損益計算の補助的、結果的な意味が強い

が、静的貸借対照表は市場で評価された総資産が含まれ、未来志向的な見

解を示しているとも言える。 
（世界の会計学者 藤田晶子著 中央経済社発行より） 

 

 

 



10 
９．純資産の部 
 

 

 H17.12 に公表された企業会計基準により、従来の「資本の部」から「純資産

の部」に変更して表示することとなった。 
 

(1)資産から負債を控除した差額が純資産(資本)である。 
 

5 つの名称 
①資本(capital) 
②株主資本(shareholders’ equity) 
③自己資本 
④純資産(net assets) 
⑤純財産(net worth) 
 

(2)株主資本 
 

①資本金 

②資本剰余金 

  資本準備金 

  資本準備金以外の資本剰余金（その他資本剰余金） 

③利益剰余金 

  利益準備金 

  利益準備金以外の利益剰余金（その他利益剰余金） 

④自己株式 

  自己株式として一括して控除する 

 

(3)評価・換算差額等 
 

その他の有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益、為替換算調整勘定、土地

再評価差額金などが含まれる。これらは資産または負債について時価をも

って B/S 価額としているが、その評価差額を当期の P/L で認識しない場合

に生じる勘定である。 
これらに係る繰延税金資産又は繰延税金負債の額を控除した金額を記載す

る。 
 
(4)新株予約権 
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棚卸資産の評価に関する会計基準 

 

(これは学生が会計基準を学ぶためにまとめたものです、更に補充して勉強して下さい。) 

 

 

重要定義のチェック 
 

(1)設 定(平成 18 年 7月 5日 ASBJ) 
 

棚卸資産の期末における評価基準及び開示について定めることを目的とす

る。先入先出法等の評価方法に関しては取り扱っていない。 
 
 

(2)範 囲 
 

商品、製品、半製品、原材料、仕掛品、貯蔵品等の他に事務用消耗品等も

含まれる。 
また、通常の販売以外で市場価格の変動により利益を得ることを目的とす

るトレーディングを含む。 
 
 

(3)時 価 
 

公正な評価額をいい、市場価格に基づく価額をいう。 
市場価格が観察できない場合には合理的に算定された価額を公正な評価額

とする。 
 
 

(4)正味売却価額 
 

売価(売却市場の時価)から見積追加製品原価及び見積販売直接費を控除し

たものをいう。 
 
 

(5)再調達原価 
 

購買市場の時価に、購入に付随する費用を加算したものをいう。 
 
 

(6)棚卸資産の評価基準 
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貸借対照表の様式（計規 74、75、76） 
 
 

貸借対照表 

（平成××年××月××日現在） 
（単位：××円） 

資産の部 負債の部 ⑥ 
Ⅰ 流動資産 Ⅰ 流動負債 

 現金及び預金  1 年内返済長期借入金 ⑦ 
 受取手形  役員賞与引当金 ⑧ 
 売掛金  未払法人税等 
 有価証券 Ⅱ 固定負債 
 商品  長期借入金 
 前払費用  退職給付引当金 
 繰延税金資産 ①  繰延税金負債 ① 
 貸倒引当金   負債合計 
Ⅱ 固定資産 純資産の部 
 1 有形固定資産 Ⅰ 株主資本 

  建物(減損損失控除後取得価額)  1 資本金 
  構築物  2 新株式申込証拠金 
  工具器具及び備品  3 資本剰余金 
  車両運搬具  (1) 資本準備金 
  建設仮勘定  (2) その他資本剰余金 
 2 無形固定資産  4 利益剰余金 
  のれん ②  (1) 利益準備金 
  施設利用権  (2) その他利益剰余金 
 3 投資その他の資産   別途積立金 
  投資有価証券   繰越利益剰余金 
  関係会社長期貸付金 ③  5 自己株式 
  関係会社株式 ③  6 自己株式申込証拠金 
  関係会社出資金 ③ Ⅱ 評価・換算差額等 

  長期前払費用  1 その他有価証券評価差額 
  貸倒引当金  2 繰延ヘッジ損益 
  投資損失引当金 ④  3 土地再評価差額金 

Ⅲ 繰延資産 ⑤ Ⅲ 新株予約権 

 新株発行費  純資産合計 
 資産合計  負債及び純資産合計 

 
① 繰延税金資産と繰延税金負債は相殺されて、いずれかが表示される 
② 「企業結合の会計基準」で「のれん」に一本化(営業権や連結調整勘定)  
③  親会社・子会社に対するものを含める 
④  設定目的を示す適当な名称を付ける 
⑤  限定列挙の廃止により、会計慣行を斟酌 
⑥  法的債務性を有しない引当金に係る「引当金の部」は廃止 
⑦ 従来、「1 年以内」を「1 年内」と「財規」との調和 
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（公認会計士試験論文式財務諸表論 第 5 版 石井和人著から） 

（同書を読んで検討して下さい） 
 

  
 問題１ （46）  
  
 資産の取得原価については、(1)実際の資金投下額としての支出である、と

する考え方と、(2)取得資産そのものが保有している有用性について企業が認

めた価値である、とする考え方とがある。そこで、次の各問に答えなさい。 
問１  いずれの考え方によっても資産の取得原価を測定対価主義(支払対

価主義)によって決定することが合理的であるとされる理由を述べな

さい。 
問２  自己所有の有形固定資産との交換によって他の有形固定資産を取

得した場合には、当該の取得原価をどのように決定すべきか。(1)の考

え方と(2)の考え方に触れながら論じなさい。 
問３  資産の購入において、①値引、②割戻、③割引を受けたときの処理

について、(1)の考え方によった場合と(2)の考え方によった場合とで

は、どのような相違が生じるか。それぞれについて述べなさい。 
  
 
 

  
 〈基本問題〉   
  
１．受託責任と会計責任について説明しなさい。 
２．取得原価の本質について説明しなさい。 
３．資産を取得した場合の、値引、割戻及び割引の会計上の性格について

説明しなさい。 
 
 
１． 資産の価額 

(1) 投下資金額説 
(2) 有用性評価額説 

２． 交換取得資産の取得価額 
(1) 自己の資産の側からの見方 
(2) 受入資産の購入価額（自己資産の売却価額） 

３． 値引、割戻、割引の考え方 
(1) 割戻、割引(多量の購入による割引、金融的費用) 

４． (1) 受託責任(運用責任) 
(2) 会計責任(報告責任) 
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 問題２ （54）  
  
 棚卸資産の評価に関する次の各問に答えなさい。 
問１  棚卸資産の評価に関する会計基準に基づき、棚卸資産について回収

可能価額まで切下げが強制されることとなった理由を述べなさい。 
問２  棚卸資産の評価に関する会計基準に基づき、帳簿価額を正味売却価

額まで切り下げることとされた理由を述べなさい。 
問３  棚卸資産の評価基準としての原価基準における強制評価減の位置

づけと棚卸資産の評価に関する会計基準における棚卸資産評価の考

え方と関係について述べなさい。 
  
 
 

  
 〈基本問題〉   
  
１．棚卸資産の範囲について説明しなさい。 
２．時価の種類について説明しなさい。 
３．棚卸資産原価の本質について説明しなさい。 
 
 
１． 回収可能額までの引下げが、財務諸表利用者に的確な情報を提供すること

になる。 
２． 棚卸資産は、販売によって資金の回収を図るものであり、回収可能額まで

切下げる。損失の先送りをしない。 
３． 強制評価減は、価格回復可能性が認められないこという条件がついている。 
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 問題３ （61）  
  
 固定資産の原価配分に関する次の各問に答えなさい。 
問１  連続意見書によると、「減価償却は所定の減価償却方法に従い、計

画的、規則的に実施されなければならない。」とされている。減価償

却が「計画的、規則的に実施されなければならない」理由を述べなさ

い。 
問２  企業会計原則によると、「無形固定資産については、減価償却額を

控除した未償却残高を記載する。」とされているが、その理由を有形

固定資産の表示方法と対比させて述べなさい。 
問３  資本的支出と収益的支出の相違点及び両者の区別の必要性につい

て述べなさい。 
  
 
 

  
 〈基本問題〉   
  
１．固定資産の減価原因について述べなさい。 
２．減価償却の目的と効果について説明しなさい。 
３．資本的支出と収益的支出の意義を述べなさい。 
４．減耗償却と取替法について説明しなさい。 
 
 
１． 将来の見込計算の為、明確なルールにより、主観性や経営者の恣意性を防

止し適正な費用配分計算を行う。 
２． (1)有形固定資産は、除却の場合、更新、再取得等のために現況を明らかに

する必要がある。 
(2)無形固定資産は、取替、更新を前提として資産でない。 

３． (1) 資本的支出とは固定資産に対する支出のうち、価値を増加させたり、耐

用年数を延長させるもの。 
(2)収益的支出とは、原状回復、維持修繕等として費用として処理されるも

の。 
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 問題４ （66）  
  
 現行の国際的な会計基準では、株式交付費(新株発行費)は、資本取引に附

随する費用として、資本から直接控除することとされているのに対し、繰延

資産の会計処理に関する当面の取扱いでは、費用処理(繰延資産に計上し償

却する処理を含む)することとされている。その理由を述べなさい。 
  
 
 

  
 〈基本問題〉   
  
１．創立費、開業費及び開発費の会計処理について述べなさい。 
２．支出の効果が期待されたくなった繰延資産の会計処理について述べな

さい。 
３．繰延資産に係る会計処理方法の継続性について説明しなさい。 
 
 
１． (1)株式発行費は、株主に対する対価ではない。従って資金調達を行うため

の財務費用として原則として支出時の費用処理する。 
企業規模拡大と考える時は 3 年内の効果を及ぶ期間に定額法により償却

できる。 
２． 社債発行費も上記と同趣旨、財務費用として、原則費用処理とし、例外と

して定額法、利息法により繰延資産へ計上できる。 
３． 創立費、開業費、開発費も、例外として繰延経理ができる。 
４． しかし、会社法は繰延資産として計上することが適当と認められるものが

繰延資産にできるとしており、旧商法のように項目の列挙は行っていない。 
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 問題５ （70）  
  
 負債の概念に関する次の各問に答えなさい。 
問１  企業会計上の負債の概念について論じなさい。 
問２  企業が所有する有形固定資産に特定の有害物質が使用されており、

有形固定資産を除去する際に当該有害物質を一定の方法により除去

することが、法律等により義務付けられている場合がある。このよう

な場合については資産除去債務に関する会計基準においてどのよう

に取り扱われるか、理由を付して述べなさい。 
問３  資産除去債務に関する会計基準において、資産除去費用を有形固定

資産の帳簿価額に加えることとした理由を述べなさい。 
問４  資産除去債務に関する会計基準によると、資産除去債務は有形固定

資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって発生した時に負債と

して計上し、資産除去債務に対応する除去費用は、資産除去債務を負

債として計上した時に、当該負債の計上額と同額を、関連する有形固

定資産の帳簿価額に加えることとされている。資産除去債務に関する

会計処理がこのように資産負債の両建処理されることとなった理由

を、引当金処理に触れながら述べなさい。 
  
 
 

  
 〈基本問題〉   
  
１．負債の概念をあげ、それぞれについて説明しなさい。 
２．負債を分類し、それぞれについて説明しなさい。 
 
 
１． 会計上の負債とは、企業の将来における経済的負担(引当金を含む)であっ

て、その負担額を合理的に測定できるもの。 
(1)法的債務説、(2)消極財産説、(3)他人資本説、(4)債権者持分説、(5)経済

的負担説。 
２． 有形固定資産自体を除去する義務はない場合の資産除去債務の計上の対

象は、当該有形固定資産の除去費用全体ではなく、有害物質の除去に直接

関わる費用である。 
３,４．有形固定資産の稼働にとって不可欠なものであり、取得に関する付随費用

と同様に考える。 
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 問題６ （82）  
  
 退職給付引当金の計上と企業会計原則における引当金の設定要件との関

係に関する問題点を 2 つ指摘し、それぞれの問題点について説明しなさい。 
  
 
 

  
 〈基本問題〉   
  
１．引当金の設定要件を 4 つあげ、それぞれについて説明しなさい。 
２．引当金の設定目的について述べなさい。 
３．退職給付債務の計算方法について説明しなさい。 
４．退職給付引当金の計上額について説明しなさい。 
５．発生主義の原則について説明しなさい。 
 
 
１． (1)企業会計原則 ― (a)将来の特定の費用又は損失であること 

  (b)当期以前の事象に起因していること 
(2)退職給付引当金 ― (a)従業員の提供した労働用役の費消分であり、将来

の費用ではなく、すでに発生した費用であり、未払費用的に理解すべ

きである(既発生の費用、単なる未払) 
(b)退職給付費用は予測給付債務(PBO)に基づいて計算し、将来の要素(昇

給率、死亡率等)を加味して計算するので、当期以前の事象のみに起因

したものではない(将来の事象に起因する部分が含まれる) 
２． 引当金の設定 4 要件 

(1) 上記( a) 
(2) 上記(b) 
(3) 発生の可能性が高いこと 
(4) 金額を合理的に見積れること 
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 問題６ （86）  
  
 当社は、5 年後に創立 50 周年を迎えるので、50 周年記念事業を行うこと

を考えている。そこで、その 50 周年記念事業に係る費用に備えて、創立 50
周年記念事業引当金を設定することができるかどうか論じなさい。 
  
 
 

  
 〈基本問題〉   
  
１．引当金の設定要件を 4 つあげ、それぞれについて説明しなさい。 
２．引当金の設定目的について述べなさい。 
３．利益留保性引当金とはどのようなものをいうのか説明しなさい。 
４．引当金と偶発債務との関係について述べなさい。 
 
 
１． (1)将来実施するか否か、どの程度の規模で実施するか不明(見積困難、不

確実性、恣意性の混入) 
(2)4 要件を検討すれば、引当金ではなく、任意積立金の設定により行うべ

きである。 
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何を借り、何を貸すのか 

 
（ 仕事に役立つ新しい会計 9 ） 

 
 

平成 24 年 3 月 7 日（水） 
 
資金調達において借り手は、借りるものを明確にする必要がある。果たして

何を借りるのか。その実質は金銭ではなく、事業の必要性である。また、貸し

手は何を貸すのか。原始資金提供者から託された金銭を貸すのであり、全てが

自らの金銭ではない。それはバランスシートを見ればよく解るのであろう。 
 

B/S（借りること）  B/S（貸すこと） 
借 方 貸 方 借 方 貸 方 
流動資産 短期借入金  

 
貸出金 

 
原始資金提供者 

（預金者） 
（出資者） 

(債権)  
(在庫)  

  
設備資産 長期借入金 

 
 
貸し手は、B/S の借方で資金提供者から託された（調達した）資金の貸付を行

う。借り手は、その資金を負債として B/S の貸方で受ける。しかし、借入れた

資金は、単なる負債（長、短期借入金）に止まることなく、動産（棚卸資産や

売上債権等）や設備の取得に投ぜられる。即ち、借り手は、実質的に動産や設

備を借りたのである。借り手は生産、営業活動を行うために、投資した資産を

借りているという認識が必要である。何故ならその活用によって借入金の返済

を行えるからである。また、貸し手は自らも資金を借り手の動産や設備に貸し

たという認識が必要である。何故なら動産や設備が充分に稼働しなければ、貸

出金及び利息の回収は困難だからである。 
 
要するに、貸し手に資金そのものを提供した人（原始資金提供者）は、貸し

手を通じて借り手の借方の事業に資金を提供したのである。 
中間となる貸し手は、借り手の動産や設備に資金を提供したのであるから、

借り手の動産や設備の活用の管理、即ち経営状態の把握が必要である。 
何が言いたいかというと、借方に投ぜられた動産や設備の使い途の適正さと

有益性である。資金提供者のお金が有用に活用されなければならない。使い途

が常に適正で活きていなければならないということである。そのことを借り手

と貸し手が共に協力して成し遂げる必要がある。 
 
結論として言えば、お金の行き先である借り手の実物資産は、充分にその生

きた活用が管理されなければならない。借り手は単に借入金を認識するだけで

なく、お金の使い方の適正さと有益性を報告しなければならない。 
 

使い方 

(B/S 借方) 
← お金 

(借り手) ← お金 
(貸し手) ← 提供者 

(B/S 貸方) 
 

 

“60 秒でサッと読めます” 




